
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

１

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下「
法
」と
い
う
。）

第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
の
譲
受
け
の
申
請
を
す
る
組
合
等
（
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法

律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
様
式
に

よ
る
申
請
書
を
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
社
団
法
人
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
一
般
社
団
法

人
」
と
い
う
。）に
係
る
地
域
経
済
牽け

ん

引
事
業
計
画
の
承
認
を
行
っ
た
都
道
府
県
知
事
又
は
経
済
産
業
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下「
法
」と
い
う
。）

第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
権
の
譲
受
け
の
申
請
を
す
る
組
合
等
（
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法

律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
様
式
に

よ
る
申
請
書
一
通
及
び
そ
の
写
し
一
通
を
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
社
団
法
人
（
次
項
に
お

い
て
単
に
「
一
般
社
団
法
人
」
と
い
う
。）に
係
る
地
域
経
済
牽け

ん

引
事
業
計
画
の
承
認
を
行
っ
た
都
道
府
県
知
事

又
は
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

﹇
略
﹈

一
〜
三

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
願
書
の
様
式
）

（
願
書
の
様
式
）

第
二
条

願
書
（
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
次
条
第
二
項
の
願
書
を
除
く
。）は
、
様
式
第
二
に
よ
り
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条

願
書
（
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
願
書
を
除
く
。）は
、様
式
第
二
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
〜
６

﹇
略
﹈

２
〜
６

﹇
略
﹈

（
複
数
意
匠
一
括
出
願
手
続
）

第
二
条
の
二

意
匠
登
録
出
願
（
意
匠
法
第
十
条
の
二
第
一
項
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は

同
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
匠
登
録
出
願
又
は
国
際
登
録
出
願
を
除
く
。）を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
二
以
上
百
以
下
の
自
己
の
意
匠
登
録
出
願
を
一
の
願
書
に
よ
り
一
括
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
新
設
﹈

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
意
匠
登
録
出
願
を
一
括
し
て
提
出
す
る
場
合
の
願
書
は
、
様
式
第
二
の
二
に

よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
新
設
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
二
十
五
号

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す

る
法
律
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
権
の
譲
受
け
の
申
請
手
続
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
権
の
譲
受
け
の
申
請
手
続
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
権
の
譲
受
け
の
申
請
手
続
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
二
十
六
号

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
及
び
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
意
匠
法
施
行
規
則
及
び
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

意
匠
法
施
行
規
則
及
び
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
意
匠
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

意
匠
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。


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